
議案第１０５号 

 

   北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部改正について 

 

 北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和７年１２月２２日提出 

 

北名古屋市長 太 田 考 則 

 

 

   提案理由 

 

 この案を提出するのは、一般職の職員の給与改正及び旅費制度の改正を受

けて、北名古屋市の常勤の特別職の職員に対する、期末手当の額の改定及び

旅費制度の見直しに伴い、本条例の一部を改めるため必要があるからであ

る。 



   北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例 

 

第１条 北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例（平成１８年北名古屋市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項ただし書中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．

５」に、「１００分の１７２．５」を「１００分の１７７．５」に改め

る。 

第２条 北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項ただし書中「１００分の１２７．５」を「１００分の１

２６．２５」に、「１００分の１７７．５」を「１００分の１７５」に

改める。 

  第７条第２項中「旅費」の次に「の種目」を加え、「、車賃、日当、

宿泊料、食卓料、支度料、死亡手当、旅行雑費及び旅行手当」を「、そ

の他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、

家族移転費、渡航雑費及び死亡手当」に改める。 

  第８条を次のように改める。 

  （旅費の額） 

 第８条 旅費の額は、北名古屋市職員の旅費に関する条例（平成１８年

北名古屋市条例第５１号）及びこれに基づく規則の規定の例による。

ただし、宿泊費の額については、別表第２の左欄に掲げる宿泊先の区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる宿泊費の額の範囲内で、宿泊

に要する費用の額とする。 

  第９条から第１１条までを削る。 

  第１２条中「前各条」を「前２条」に改め、同条を第９条とし、第１

３条を第１０条とし、第１４条を第１１条とする。 

  別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第８条関係） 



区分 
宿泊費 

（１夜につき） 

福島県、鳥取県、山口県 １１，０００円 

岩手県、石川県、静岡県、三重

県、島根県 

１３，０００円 

宮城県、山形県、栃木県、群馬

県、福井県、岡山県、徳島県、

愛媛県 

１４，０００円 

青森県、秋田県、茨城県、富山

県、長野県、愛知県、滋賀県、

奈良県、和歌山県、高知県、佐

賀県、長崎県、大分県、沖縄県 

１５，０００円 

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児

島県 

１７，０００円 

北海道、岐阜県、大阪府、広島

県 

１８，０００円 

熊本県 ２０，０００円 

香川県 ２１，０００円 

神奈川県、新潟県 ２２，０００円 

千葉県 ２４，０００円 

福岡県 ２５，０００円 

埼玉県、東京都、京都府 ２７，０００円 

  別表第３を削る。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和

８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの



給与及び旅費に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、

令和７年１２月１日から適用する。 

 （期末手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前

の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末

手当の内払とみなす。 



   北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正新旧対照表（第１条による改正） 

新 旧 

 （期末手当） 

第４条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条にお

いてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する市

長等に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は

死亡したものについても同様とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在（退職し、又は

死亡したものにあっては、退職し、又は死亡した日現在）にお

ける給料月額を基礎として一般職の職員の例により算出した額

とする。ただし、北名古屋市職員の給与に関する条例（平成１

８年北名古屋市条例第４９号）第２０条第２項中「１００分の

１２７．５」とあるのは、「１００分の１７７．５」とし、同

条第５項において市長が規則で定めることとされている事項に

ついては、別に市長が規則で定めるものとし、また、市長が規

則で定める管理又は監督の地位にある職員には、同項に規定す

る期末手当基礎額に給料月額に１００分の２５を超えない範囲

内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 （期末手当） 

第４条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条にお

いてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する市

長等に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は

死亡したものについても同様とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在（退職し、又は

死亡したものにあっては、退職し、又は死亡した日現在）にお

ける給料月額を基礎として一般職の職員の例により算出した額

とする。ただし、北名古屋市職員の給与に関する条例（平成１

８年北名古屋市条例第４９号）第２０条第２項中「１００分の

１２５」とあるのは、「１００分の１７２．５」とし、同条第

５項において市長が規則で定めることとされている事項につい

ては、別に市長が規則で定めるものとし、また、市長が規則で

定める管理又は監督の地位にある職員には、同項に規定する期

末手当基礎額に給料月額に１００分の２５を超えない範囲内で

市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



   北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正新旧対照表（第２条による改正） 

新 旧 

 （期末手当） 

第４条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在（退職し、又は

死亡したものにあっては、退職し、又は死亡した日現在）にお

ける給料月額を基礎として一般職の職員の例により算出した額

とする。ただし、北名古屋市職員の給与に関する条例（平成１

８年北名古屋市条例第４９号）第２０条第２項中「１００分の

１２６．２５」とあるのは、「１００分の１７５」とし、同条

第５項において市長が規則で定めることとされている事項につ

いては、別に市長が規則で定めるものとし、また、市長が規則

で定める管理又は監督の地位にある職員には、同項に規定する

期末手当基礎額に給料月額に１００分の２５を超えない範囲内

で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算するものとす

る。 

 （旅費） 

第７条 略 

２ 前項の旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通

費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家

族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。 

 （旅費の額） 

第８条 旅費の額は、北名古屋市職員の旅費に関する条例（平成

１８年北名古屋市条例第５１号）及びこれに基づく規則の規定

の例による。ただし、宿泊費の額については、別表第２の左欄

に掲げる宿泊先の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる宿

 （期末手当） 

第４条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在（退職し、又は

死亡したものにあっては、退職し、又は死亡した日現在）にお

ける給料月額を基礎として一般職の職員の例により算出した額

とする。ただし、北名古屋市職員の給与に関する条例（平成１

８年北名古屋市条例第４９号）第２０条第２項中「１００分の

１２７．５」とあるのは、「１００分の１７７．５」とし、同

条第５項において市長が規則で定めることとされている事項に

ついては、別に市長が規則で定めるものとし、また、市長が規

則で定める管理又は監督の地位にある職員には、同項に規定す

る期末手当基礎額に給料月額に１００分の２５を超えない範囲

内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算するものと

する。 

 （旅費） 

第７条 略 

２ 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、

食卓料、支度料、死亡手当、旅行雑費及び旅行手当とする。 

 

 （鉄道賃等の額） 

第８条 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、一般職の職員で８級の

職にあるものの例による。 

 

 



泊費の額の範囲内で、宿泊に要する費用の額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （旅費の支給方法等） 

第９条 前２条に定めるもののほか、旅費の支給方法その他市長

等の旅費については、一般職の職員の例による。 

 （退職手当） 

第１０条 略 

 （委任） 

第１１条 略 

 

別表第２（第８条関係） 

区分 宿泊費 

（１夜につき） 

福島県、鳥取県、山口県 １１，０００円 

岩手県、石川県、静岡県、三

重県、島根県 

１３，０００円 

宮城県、山形県、栃木県、群

馬県、福井県、岡山県、徳島 

１４，０００円 

 

 （車賃等の額） 

第９条 車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第２のとお

りとする。 

 （支度料等の額） 

第１０条 支度料及び死亡手当の額は、別表第３のとおりとする。 

 （旅行雑費等の額） 

第１１条 旅行雑費及び旅行手当の額は、一般職の職員の例によ

る。 

 （旅費の支給方法等） 

第１２条 前各条に定めるもののほか、旅費の支給方法その他市

長等の旅費については、一般職の職員の例による。 

 （退職手当） 

第１３条 略 

 （委任） 

第１４条 略 

 

別表第２（第９条関係） 

 ⑴ 内国旅行の場合 

職名 車賃 

（１キロ

メートル

につき） 

日当 

（１日に

つき） 

宿泊料 

（１夜に

つき） 

食卓料 

（１夜に

つき） 

市長 

副市長 

３７円 ２，７０

０円 

１３，０

００円 

２，３０

０円 



県、愛媛県  

青森県、秋田県、茨城県、富

山県、長野県、愛知県、滋賀

県、奈良県、和歌山県、高知

県、佐賀県、長崎県、大分

県、沖縄県 

１５，０００円 

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿

児島県 

１７，０００円 

北海道、岐阜県、大阪府、広

島県 

１８，０００円 

熊本県 ２０，０００円 

香川県 ２１，０００円 

神奈川県、新潟県 ２２，０００円 

千葉県 ２４，０００円 

福岡県 ２５，０００円 

埼玉県、東京都、京都府 ２７，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員

会教育長 

    

 ⑵ 外国旅行の場合 

職

名 

日当（１日につき） 宿泊料（１夜につき） 食卓

料 

（１夜 

につ

き） 

指定

都市 

甲地

方 

乙地

方 

丙地

方 

指定

都市 

甲地

方 

乙地

方 

丙地

方 

市

長 

副

市

長 

教 

育

委

員

会

教

育

長 

７，

２０

０円 

６，

２０

０円 

５，

００

０円 

４，

５０

０円 

２

２，

５０

０円 

１

８，

８０

０円 

１

５，

１０

０円 

１

３，

５０

０円 

６，

７０

０円 

 備考 

  １ 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の地域の区分は、

一般職の職員の例による。 

  ２ 船舶又は航空機による旅行（外国を出発した日及び外国



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に到着した日の旅行を除く。）の場合における日当の額は、

丙地方につき定める定額とする。 

別表第３（第１０条関係） 

職名 支度料 死亡手当 

旅行期間１

月未満 

旅行期間１

月以上３月

未満 

旅行期間３

月以上 

市長 

副市長 

教育委

員会教

育長 

８５，００

０円 

９５，００

０円 

１１０，０

００円 

７００，０

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


